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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本電気制御機器工業会（NECA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格であ

る。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 B 9971：2019 
 

機械安全に関する要員の力量 

Personnel competence for machinery safety 

 
1 適用範囲 

この規格は，JIS B 9700 に規定する機械のうち，産業分野で用いられる機械の安全に関わる要員の力量

について規定する。リスクアセスメント及びリスクアセスメントの結果に基づく保護方策の実施に必要な

力量を区分し，各区分に要求される知識及び技能についても規定する。機械安全分野以外の，一般的な機

械の設計及び製造に関わる知識及び技能，特定の技術分野の知識及び技能，並びにそれらを基に専門的な

作業に従事する技術者としての倫理は対象としない。 

注記 1 この規格において，各力量の区分で規定する力量をもつ者が実施できる作業内容が示されて

いるが，実際の運用において，それぞれの力量をもつ者の作業及び職務をこれらに限定する

ものではない。 

注記 2 この規格では，機械安全分野において一般的に要求される知識及び技能に基づいた力量の区

分を示しており，設計者等の特定の職務に対して適用することだけを意図したものではない。

この規格の使用者は，力量の区分ごとに定められた作業をもとに，必要な力量を判断するこ

とが推奨される。 

注記 3 この規格で対象とする“産業分野で用いられる機械”とは，職場で使用される機械を意図し

ており，公共の環境又は家庭などで使われるものは含まない。また，“力量”とは，意図した

結果を達成するために知識及び技能を適用する能力として，JIS Q 17024 で規定されている定

義と同様のものを指す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 9700 機械類の安全性－設計のための一般原則－リスクアセスメント及びリスク低減 

JIS B 9705-1 機械類の安全性－制御システムの安全関連部－第 1 部：設計のための一般原則 

JIS B 9960-1 機械類の安全性－機械の電気装置－第 1 部：一般要求事項 

JIS Z 8051 安全側面－規格への導入指針 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS B 9700，JIS B 9705-1，JIS B 9960-1 及び JIS Z 8051 による

ほか，次による。 

3.1 

知識（knowledge） 


